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東大和市学校給食計画（案）について（最終答申） 

 

 平成２１年９月２８日付大教学給発第２９号により、東大和市教育委員会から

標記の件について諮問がありました。東大和市学校給食センター運営委員会は、

専門部会を設置し、平成２１年１０月６日から平成２２年２月１日までに６回

の会議を開催し、給食センターの建て替え及び新しい給食センターの運営につ

いて、鋭意検討を重ねてまいりました。その結果について、別添のとおり答申

いたします。 

東大和市学校給食計画の策定に当たり、本答申の趣旨が充分に反映されるこ

とを望みます。 
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はじめに 

 

 目まぐるしいほどの速さで変化しているこの時代に、子どもたちを取り巻く

状況は大変厳しくなっております。食生活に関しても社会環境の急激な変化な

どに伴い、子どもの食生活の乱れ、健康に関する懸念が多く挙げられています。

そのような中にあって、子どもたちの「生きる力」の基盤となる食生活の充実、

望ましい食習慣の形成に学校給食が果たす役割は非常に大きいと考えます。 

さて、東大和市の子どもたちは、昭和４２年の第一学校給食センター開設以

降今日まで４０年以上にわたり給食センターの調理する給食により食育を学ん

できました。 

しかし、現在の東大和市第一・第二学校給食センターには施設・設備上の課

題が多く見受けられます。特に、施設が狭隘であるため、市民の長年の願いで

ある個々食器の導入が実現できない他、平成２０年学校給食法改正に伴い法制

化された学校給食衛生管理基準へ対応するための各種機器の設置が困難な状態

です。 

東大和市学校給食センター運営委員会は審議の結果、これらの課題を解決す

るためには新たな用地に新しい給食センターを建設し、引き続き市内の全小中

学校に対し、個々食器を用いて給食を提供すること、及び食育及び食物アレル

ギー対応といった課題に対して、更に充実した取組みを行うことが望ましいと

の結論に至りましたので、ここに答申いたします。 
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諮問 １ 給食センターの建て替えについて 

 

（１）現状分析、問題点及び今後の課題 

① 現在の第一・第二学校給食センターの状況について 

· 現在の第一・第二学校給食センターはいずれも開設から４０年前後経過し、施

設・設備上の課題が多い 

· 施設が狭いため、平成２０年学校給食法改正に伴い法制化された「学校給食衛

生管理基準」への対応が困難であり、職員の努力などで対応しているが、施設・

設備の点で限界がある 

· 施設が狭いため、個々食器の導入が実現できていない 

· 施設が狭いため、調理機器の設置が困難であり、メニューが制限されている 

· 給食センターには、災害時に炊き出しを行う機能が求められているが、耐震化

していない現在の施設では対応が困難となることが懸念される 

② 給食方式について 

· 自校式が理想であるが、全校に設置を完了するまで長期にわたり、かつ設置完

了までに現センターも維持しなくてはならない点が課題である 

③ 建て替えについて 

· 現在地へ建て替えをする場合には、給食停止期間が発生することが課題である 

· 桜が丘市民広場の一部を候補地とすることについて、現在の広場利用者との関

係において課題がある 

 

（２）検討内容及び意見 

① 「学校給食衛生管理基準」に対応した、より安全な給食の実施、個々食器の導入

を早急に実施して欲しい 

② そのためには、実現までに時間のかかる自校式ではなく、新しい給食センターを

建設することで対応することが望ましい 

· 小中学校ともセンター方式による給食を実施すべきである 

· 給食を停止せず続けて出すことが子どもたち・保護者にとって最も重要であ

ることから、現在地への建て替えでなく新しい給食センターで対応すること

が望ましい 

③ 候補地について、課題はあるが他に選択肢がなければ桜が丘市民広場で進めて欲

しい 

④ 平成９年に前の計画が凍結されて以降現在まで、現施設の修繕・備品買い替えを

するだけで、何の手立てもして来なかったことが残念である。新しい給食センタ

ーを建設した場合も、将来を見越した維持管理を計画的に行って欲しい 

· 新しい給食センターは今後長期間使うものであることから、使い勝手がよく

有効に活用できる、工夫された施設として欲しい 
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· 今後の具体的な建設計画について、市民への情報提供を今以上に充実させて

欲しい 

 

（３）結論 

① 現在の第一・第二学校給食センターの状況について 

· 施設・設備上の課題が多く、市民の長年の願いである個々食器の導入が実現

できない。また最新の学校給食衛生管理基準への対応が困難な状況である。

これらの課題を早急に解決して欲しい。そのためには、給食施設の更新が必

要である 

② 給食方式について 

· 自校式が理想的であるが、実現の可能性や早急な課題解決の必要性、効率的

な運営の必要性等から、給食センター方式で全小中学校へ給食を提供するこ

とが望ましい 

③ 建て替えについて 

· 現在の第一・第二学校給食センターの建て替えは、用途地域上も敷地面積上

も困難であり、また工事期間中の給食停止期間が発生することから、新しい

給食センターは工業地域に新たに用地を求めて建設することが望ましい 

· 具体的な候補地については、桜が丘市民広場の一部とする現在の案が望まし

いが、より広い用地が確保できればさらに望ましい 

④ 新しい給食センター施設建設に当たっての留意点 

· 効率的な運営のために省エネルギーに対応した施設とすることが望ましい 

· 臭気等の環境問題、交通安全対策など近隣に配慮した施設とすることが望ま

しい 
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諮問 ２ 新しい給食センターの運営について 

ア．新しい給食センターで使用する食器のあり方について 

（１）現状分析、問題点及び今後の課題 

① 昭和４６年以降現在までポリプロピレン製ランチ皿を使用しているが、食事のマ

ナーの観点等から個々食器を導入して欲しいとの要望が、保護者・学校関係者か

ら長年にわたり寄せられている 

② 第一・第二学校給食センターとも施設が狭く保管スペースを充分に確保できない

ため、食器の点数を増やすことができない 

 

（２）検討内容及び意見 

 食器卸売業者から特定の素材・メーカーに偏らない立場の助言を得な

がら検討を行った。食器の素材を強化磁器製と合成樹脂製に大別し、合

成樹脂製のうち代表的なポリプロピレン（全国的に利用率が高い）、ＰＥ

Ｎ（ポリエチレンナフタレート樹脂）及び耐熱ＡＢＳ樹脂（いずれも環境

ホルモンの懸念がない新しい素材として利用率が伸びている）について比較

検討した。その後食器サイズ及び点数についても議論を深めた。 

① 使用する食器の素材や点数は、保管スペースや作業スペース・作業動線、施設内

の配置図や面積などに影響を与え、施設設計の最も重要な要素となるため、建設

計画の当初に食器の素材・点数を決定する必要がある 

② 強化磁器製・合成樹脂製のいずれも劣化するため、導入後５、６年から７、８年

で全点を入れ替えるべきである 

③ 強化磁器製は重く、破損率が高いことから、破損した場合にケガをする危険性が

ある 

④ 強化磁器製は破損率が高く、毎年１～２割程度補充する必要がある 

⑤ 合成樹脂製は、破損率の高い強化磁器製より長く使用できることから、運営コス

トが低くなる 

⑥ 一つの料理の中で年齢に応じた食事量を確保するためには、学年によって食器サ

イズを変更することが望ましい 

⑦ 食器の種類を多くそろえることで、食器に制約されない幅広い献立が実現できる 

 

（３）結論 

① 児童・生徒による取扱上の安全性、学校及び給食センターにおける作業性の点か

ら、重くてかさばり、破損率の高い強化磁器製より合成樹脂製が望ましい 

② 合成樹脂製の中では、環境ホルモンの懸念及び着色問題・でんぷん等残留問題が

なく傷のつきにくい耐熱ＡＢＳ樹脂製が望ましい 

③ 食器の点数及びサイズについては、下記のとおりそろえることが望ましい。ただ
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し最終的には、年齢に応じた食事量・栄養バランスなどについて栄養士・調理員

等現場の職員が充分検証したうえで決定することが望ましい 

 

※3.椀型ボール（小）の数 13,000 点は、飯用（小学生 5,000＋ 

中学生 3,000）と汁物用（小学生 5,000）の合計である 

※この中から、献立に合わせて一日２、３点を使用する 

※その他、食器を乗せるトレーが人数分必要である 

現在使用中の箸等 

 材 質 小学校サイズ 中学校サイズ 

箸 樺材に樹脂を注入 195 ミリ 210 ミリ 

スプーン ステンレス 150 ミリ 180 ミリ 

フォーク ステンレス 150 ミリ 150 ミリ 

※箸・スプーン・フォークは現在のものを引き続き使用するが、

中学校のフォークは大きくするのが望ましい 

 

④ 食器は消耗品であり定期的な補充・更新が必要である。将来を見越した計画的な

維持管理を行って欲しい 

 名称 用途の例 直径  数（点） 

1 深皿 主菜、主菜と副菜 199 ミリ 8,000 

2 椀型ボール（大） 中学生 汁物 135 ミリ 3,000 

3 椀型ボール（小） 小・中学生 飯、小学生 汁物 129 ミリ 13,000 

4 小皿 副菜、果物、サラダ 130 ミリ 8,000 

5 カレー皿 中学生 カレー、スパゲッティ 219 ミリ 3,000 

6 丼 中学生 うどん、丼 179 ミリ 3,000 
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イ．新しい給食センターにおける食育の充実について 

（１）現状分析、問題点及び今後の課題 

① 平成１７年食育基本法の制定、平成２０年学校給食法の改正により、学校給食の

目的が「食生活の改善」から「食育の推進」に移行した。このことにより、学校

給食を活用した食に関する指導の充実が求められている 

② 食育は家庭・学校・地域が連携して行うべきものである。給食センターでは、給

食を教材としてとらえ、栄養士や調理員が学校を訪問し、地場野菜の紹介等を行

っている 

③ 東大和市には、平成２１年度東京都の食育研究指定地区となったことにより、栄

養教諭が配置され、通常の栄養士業務である給食献立作成を行いながら、食育授

業を実施している 

 

（２）検討内容及び意見 

① 試食会は、給食センターにて実施する場合、学校で実施する場合それぞれの効果

がある。いずれも、給食の状況を知ることのできる貴重な機会となる 

② 学校では子どもたちの栽培した野菜を使って調理実習を行うことがある。給食セ

ンターの栄養士や調理員にも参加してもらってはどうか 

③ 児童・生徒による給食センター見学を授業の一環として実施するとよい 

④ 給食センター見学にあたっては、大量の食材の下処理から調理、残菜処理までの

各作業工程を見学できるとよい 

 

（３）結論 

① 保護者等を対象とした試食会については、給食の状況を知り理解を深めることの

できる貴重な機会となることから、給食センターから参加の呼びかけを行い、新

しい給食センターにおいては積極的な受け入れを行うことが望ましい 

② 栄養士等による食育授業については、学校と充分に連携し、さらに充実させるこ

とが望ましい   

③ 新しい給食センターには、工夫された見学コースや、１クラス程度の人数が試食

できて学習もできるスペースを設け、食育の充実に活かして欲しい 

④ 食育を充実させるには、栄養士数を確保する必要がある 
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ウ．新しい給食センターにおけるアレルギー対応のあり方について 

（１）現状分析、問題点及び今後の課題 

① 食物アレルギーを持つ児童・生徒の数は増加し、複数の食品に対しアレルギーを

持つ児童・生徒も多くなっている 

② アレルギーの程度は子どもの成長に伴い軽症化する場合もあれば、新たなアレル

ギーが発症する場合もあるため、年１回程度検査・診断を受けた方が良い 

③ 東大和市では、申し出のあった児童・生徒の保護者に対し、該当するアレルゲン

を示した詳細献立表を配布し情報提供している 

 

（２）検討内容及び意見 

多摩立川保健所職員から助言を得ながら検討を行った。 

① 保育園でアレルギー対応給食を出しているところが多いため、小学校入学時に

不安を持つ保護者が多い 

② 学校給食においては、自校式・給食センター等の運営方法に関わらず、１００％

完全なアレルギー対応を行うことは困難である 

③ 食物アレルギーにより給食のうち特定の食品を食べない場合は、保護者からの

申し出だけでなく、医師の診断を受けてから決定する方が望ましい。自己申告

のみだと抑えすぎる傾向にあり栄養的にはよくない 

④ 除去食（アレルギーの原因となる食材を取り除いた給食）や代替食（アレルギーの原因とな

る食材を別の食材に替えて調理した給食）対応に当たっては、どの食材についてどの

程度まで対応するか、市の方針を定めてから診断書提出などを求めるべきであ

る 

⑤ 充分なアレルギー対応を行うには、専用の施設及び調理器具、栄養士や調理員

など専任のスタッフが必要である 

 

（３）結論 

① 新しい給食センターに、除去食や代替食対応が可能な専用のアレルギー室を設け

ることが望ましい 

② どの食材についてどこまで対応するかについて市の方針を定める必要がある 

③ アレルギー対応を充実させるには、栄養士や調理員など専任のスタッフが必要で

ある 
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その他、新しい給食センターの運営について望むこと 

 新しい給食センターの運営について、「食器」「食育」「アレルギー対応」

のほか、下記のような事項についても留意すべきであるとの意見がありました

ので、教育委員会からの諮問事項にはありませんが、付記いたします。 

 

① 新しい給食センターにおいても、引き続き手作り給食を作って欲しい 

② 新しい給食センター稼動後も食器の補充・買替や、施設や厨房機器の維持管理が

必要である。修繕費用の積み立てを行うなど、将来を見越した維持管理を計画的

に行って欲しい 

③ 災害時に炊き出しを行う等の対応を可能にして欲しい   

④ 施設の規模が現在より大きくなることから、光熱水費等の経費をなるべく抑えた、

効率的な運営を行って欲しい 
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おわりに 

  

 東大和市学校給食センター運営委員会は、教育委員会からの諮問を受け、さ

まざまな議論を重ねました。今まで知らなかった学校給食の状況や、関係者の

さまざまな取り組みを知ることができ、“子どもたちが豊かな人間性を育み、

生きる力を身につけていくためには何よりも「食」が重要”（食育基本法 前文よ

り）であり、学校における食育の推進にあたり、学校給食がその役割を充分に

果たすためには、引き続き不断の努力が必要であるとの認識を深めました。 

新しい給食センターは、今後、長きにわたり東大和市の子どもたちの生きる

力を食生活の面から育てていく重要なものとなっていきます。厳しい財政状況

の中で新たな施設を作ることは大変なことだとは思いますが、東大和市には、

保護者・学校関係者の学校給食充実への思いをぜひ受け止めていただき、規

模・機能・性能等の点で何年経っても対応可能な余裕のある施設、市民の自慢

となるような給食センターをぜひ建てていただきたいと希望します。そして衛

生的で安全な労働環境の中、今後もさらに安心で安全な、東大和市学校給食の

よき伝統であるカレーライスのルーやジャム、つくだ煮などの手作りにこだわ

った給食を、個々食器によって提供していただきたいと願います。 

また、施設整備とともに、食育及び食物アレルギー対応といった課題に対し

ても、更に充実した取組みを行っていただくよう要望いたします。 

平成９年に一度凍結された給食計画が、時代に即した新たな形で実現され、

東大和市の子どもたちが豊かな学習環境の中で過ごすことができるよう、新し

い給食センターの早急な建設を強く求めます。 

なお、今後、東大和市学校給食計画を策定し、新しい給食センターの建設を

進めるにあたっては、市民への情報提供を今以上に充実させてください。 
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資 料 

１ 諮問書 

                    大教学給発第２９号 

                       平成２１年９月２８日 

東大和市学校給食センター運営委員会 

 会 長 殿 

 

                        東大和市教育委員会 

委員長       

 

東大和市学校給食計画（案）について（諮問） 

 

 東大和市学校給食センター運営委員会規則第２条第１項の規定に基づき、下

記のことについて貴運営委員会の意見を求めます。 

 

記 

 

 １ 諮問内容 

（１）給食センターの建て替えについて 

（２）新しい給食センターの運営について 

ア．新しい給食センターで使用する食器のあり方について 

イ．新しい給食センターにおける食育の充実について 

  ウ．新しい給食センターにおけるアレルギー対応のあり方について 

 ２ 諮問理由 

 東大和市は、昭和４２年の第一学校給食センター開設以来４０年以上に

わたり、市内の全小中学校に給食を提供しております。都内でも比較的早

い時期の給食センター稼動であり、当時としては最新の設備を有しており

ましたが老朽化が大変進んでおります。昭和４８年に開設した第二学校給

食センターも同様な状態にあります。 

他方、平成８年に日本各地で発生した病原性大腸菌Ｏ－１５７による大

規模食中毒事故以来、施設・設備の安全衛生管理の更なる徹底が求められ

ておりますが両センターとも施設が狭いことなどにより充分な対応ができ

にくい状況にあります。また、学校関係者・保護者の皆様からご要望の多 
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い個々食器の導入につきましても施設が狭く実現に至っておりません。 

さらに、食育の充実、食物アレルギーを持つ児童・生徒の増加など新た

な課題に対する研究も求められております。 

以上のような学校給食における課題を解決し、現在の学校給食と同等以

上の安全性及び品質を確保するためには、新たな学校給食施設の整備を行

う必要があります。 

 つきましては、前項内容について、よろしくご審議のうえ答申をお願い

いたします。 

 

３ 答申時期 

平成２２年２月末 

    

２ 東大和市学校給食センター運営委員会・専門部会審議経過 

平成２１年度第２回 東大和市学校給食センター運営委員会 

平成２１年１０月６日（火） 

※教育委員会からの諮問の伝達 

※専門部会の設置について 

第１回 専門部会                 平成２１年１０月６日（火） 

１ 部会長選出 

２ 部会長職務代理者の指名 

第２回 専門部会                   平成２１年１０月２０日（火） 

１ 専門部会の進め方について 

２ 諮問（１）給食センターの建て替えについて 

（１）学校給食計画検討の経緯 

（２）東大和市学校給食の現状と課題 

① 学校給食の法体系 

② 東大和市学校給食の現状 

③ 施設・設備における課題 

④ 第二センター見学 
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第３回 専門部会                平成２１年１１月１０日（火） 

１ 諮問（１）給食センターの建て替えについて 

（２）東大和市学校給食の現状と課題 （第 2回専門部会つづき） 

⑤ 先進事例ビデオ上映 

⑥ 東大和市学校給食センターについての現状分析、問題点及

び今後の課題 

（３）給食方式の比較 

第４回 専門部会                平成２１年１１月３０日（月） 

１ 諮問（１）給食センターの建て替えについて 

（３）給食方式の比較 （第 3回専門部会つづき）  

２ 東大和市学校給食計画（案）中間報告について 

平成２１年度第３回 東大和市学校給食センター運営委員会 

   平成２１年１２月１４日（月） 

※中間報告提出 

平成２１年第１２回 教育委員会         平成２１年１２月１８日（金） 

     ※中間答申提出 承認される 

第５回 専門部会                 平成２２年１月１２日（火） 

１ 諮問（２）新しい給食センターの運営について 

ウ．新しい給食センターにおけるアレルギー対応のあり方について 

ア．新しい給食センターで使用する食器のあり方について 

第６回 専門部会                 平成２２年２月１日（月） 

１ 諮問（２）新しい給食センターの運営について 

ア．新しい給食センターで使用する食器のあり方について 

イ．新しい給食センターにおける食育の充実について 

２ 東大和市学校給食計画（案）最終報告について 

平成２１年度第４回 東大和市学校給食センター運営委員会 

                         平成２２年２月１８日（木） 

※最終報告提出 
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３ 審議に使用した資料（表題のみ） 

 第１回専門部会（10月 6日） 

「学校給食における今後のあり方の再検討について（依頼）」 

       （平成 20年 4月 4日付大企企発第 1号） 

「東大和市学校給食に関する経緯」 

「東大和市学校給食検討委員会報告」（平成 5年 1月） 

「東大和市給食検討委員会報告」（平成 5年 12 月） 

「学校給食単独校方式に伴う施設整備計画に係る報告書」（平成 8年 5月）  

「学校給食のしおり」平成 21年度（東大和市給食センター） 

 

第２回専門部会（10月 20 日） 

「学校給食衛生管理基準」 

「給食方式の比較」 

「小・中あわせたコスト比較」   

「センター方式について」図面（第二センター及び 8000 食モデル） 

「児童・生徒数の推移」 

「他市の状況」 

「修繕費（平成 12年度～20年度）」 

「工事請負費・備品購入費（平成 12年度～20年度）」 

 

第３回専門部会（11月 10 日） 

「スクールランチ方式について」 

 

第４回専門部会（11月 30 日） 

  「中間報告（案）作成シート」（部会長より配布） 

 

 第５回専門部会（1月 12 日） 

「学校給食用食器の素材別比較表」 

「多摩地域給食センター 食器使用状況（小学生用）」 

「新しい給食センターにおける食育の充実について」 

第４回専門部会までに出された意見等（部会長より配布） 

 

第６回専門部会（2月 1日） 

  「個々食器 点数・サイズ（案）」 

「最終報告（案）作成シート」（部会長より配布） 



－ 14 － 

４ 東大和市学校給食センター運営委員会・専門部会部会員名簿 

 

 氏 名 所 属 

 1   第二小学校長  

 2   第四小学校長  

◎ 3   第四中学校長  

 4   第一小学校ＰＴＡ会長 

 5   第三小学校ＰＴＡ会長 

 6   第五小学校ＰＴＡ会長 

 7  第十小学校保護者と教師の連絡会会長 

○ 8   第二中学校ＰＴＡ会長 

 9   第三中学校ＰＴＡ会長 

◎は部会長、○は部会長職務代理 

 




